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 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び北九州市会計年度

任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 
  令和６年１０月１日 
                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市規則第３５号 
   北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則及び北九州 

市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇 
等に関する規則の一部を改正する規則 

 （北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 
第１条 北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和３８年北

九州市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 
  第４条の５第３項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダ

ーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和

５年法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同

条第２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認

められ」に改める。 
 （北九州市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する規則の一部改正） 
第２条 北九州市会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則（令和元年北九州市規則第３７号）の一部を次のように改

正する。 
  第３条第３項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年

法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条第

２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認めら

れ」に改める。 
   付 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市告示第３８９号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 
  令和６年１０月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
薬局（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

つなぐ薬局 北九州市八幡東区荒生田三丁目１

番３４号 

令和６年１

０月１日 
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北九州市告示第３９０号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和６年１０月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 
１ 薬局（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

新生堂薬局戸畑浅生店 北九州市戸畑区浅生二丁目７番２

号 

令和６年１

０月１日 

新生堂薬局戸畑千防店 北九州市戸畑区千防一丁目１２番

６号１０１号 

令和６年１

０月１日 

新生堂薬局戸畑中原店 北九州市戸畑区中原西三丁目２番

１２号仙水ビル１０５ 

令和６年１

０月１日 

つなぐ薬局 北九州市八幡東区荒生田三丁目１

番３４号 

令和６年１

０月１日 

 
２ 訪問看護（精神通院医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

ここっちゃ 

北九州市八幡西区中の原三丁目１

番１０号 

令和６年１

０月１日 

ツクイ北九州訪問看護

ステーション 

北九州市小倉北区紺屋町１２番４

号大樹生命北九州小倉ビル１階 

令和６年１

０月１日 
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北九州市告示第３９１号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。 
  令和６年１０月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
 

精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の名称の変更 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日   

アイアス訪問看護ス

テーション八幡西 

旧 北九州市八幡西区折尾四丁目１

６番１６号田中ビル３階 

令和６年９

月１日 

新 北九州市八幡西区本城東二丁目

２番４号 

さわやか訪問看護ス

テーション北九州 
旧 北九州市小倉北区熊本二丁目１

０番１０号 
令和６年９

月１日 
新 北九州市小倉北区大畠二丁目１

０番１０号２０６号 
訪問看護ステーション

みらい 

旧 北九州市小倉北区江南町３番１

号９０２号 

令和６年６

月２０日 

新 北九州市小倉北区江南町３番１

号内山第２７ビル７０２号 
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北九州市告示第３９２号 

北九州市立病院の利用料金等に関する条例（昭和３９年北九州市条例第２４

号）第２条第２項第２号及び第３条第１項の規定により、令和６年９月２４日

から令和１１年３月３１日までの北九州市立門司病院における利用料金の額を

承認したので、北九州市立病院の利用料金等に関する条例施行規則（平成３１

年北九州市規則第１８号）第２条第３項の規定により次のとおり告示する。  
令和６年１０月１日  

北九州市長 武 内 和 久 

項目 
金額 

（税抜） 

金額 

（税込） 

セカンドオピニオン料（３０分まで） １３，０００円 １４，３００円 

セカンドオピニオン料（３０分を超え

て６０分まで） 

２０，０００円 ２２，０００円 

面談料（３０分まで） ５，０００円 ５,５００円 

 

お

む

つ

料 

パンツうす型前後フリー Ｓ ８０円 ８８円 

パンツうす型前後フリー Ｍ ８０円 ８８円 

パンツうす型前後フリー Ｌ－Ｌ

Ｌ 
８０円 ８８円 

フィッティングテープ Ｓ ８０円 ８８円 

フィッティングテープ Ｍ ９０円 ９９円 

フィッティングテープ Ｌ １００円 １１０円 

フィッティングテープ ＸＬ １３０円 １４３円 

パッド３００ ２０円 ２２円 

パッドカーブタイプ ロング ５０円 ５５円 

パッドカーブタイプ スーパーロ

ング 
６０円 ６６円 

パッドカーブタイプ ワイド ７０円 ７７円 

電子体温計破損料 ２，１００円 ２，３１０円 

風しん抗体検査（市助成

対象者） 

ＨＩ法 ５，０１９円 ５，５２０円 

緊急風

しん抗

体検査

（市助

月曜日から金曜

日まで午前８時

から午後６時ま

での間又は土曜

ＨＩ法、Ｌ

ＴＩ法及び

ＩＣＡ法 

４，９３０円 ５，４２３円 

ＥＩＡ法、 ６，３２０円 ６，９５２円 
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成対象

者） 

日午前８時から

正午までの間に

医療機関を受診

して実施する場

合 

ＥＬＦＡ法

、ＣＬＥＩ

Ａ法、ＦＩ

Ａ法及びＣ

ＬＩＡ法 

上記以外 ＨＩ法、Ｌ

ＴＩ法及び

ＩＣＡ法 

５，４３０円 ５，９７３円 

ＥＩＡ法、

ＥＬＦＡ法

、ＣＬＥＩ

Ａ法、ＦＩ

Ａ法及びＣ

ＬＩＡ法 

６，８２０円 ７，５０２円 

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検

査 

核酸検出 １４，６３０円 １６，０９３円 

抗原検出（

定量） 

１３，１７０円 １４，４８７円 

巻

き

爪

処

置

診

療 

 

片側 診療・処置のみ（初回） ３，５００円 ３，８５０円 

診療・処置のみ（２回目以

降） 

１，５００円 １，６５０円 

マチワイヤМＤ １個使用

（初回） 

７，０００円 ７，７００円 

マチワイヤМＤ １個使用

（２回目以降） 

５，０００円 ５，５００円 

両側 診療・処置のみ（初回） ４，０００円 ４，４００円 

診療・処置のみ（２回目以

降） 

２，０００円 ２，２００円 

マチワイヤМＤ １個使用

（初回） 

７，５００円 ８，２５０円 

マチワイヤМＤ １個使用

（２回目以降） 

５，５００円 ６，０５０円 

マチワイヤМＤ ２個使用

（初回） 

１１，０００円 １２，１００円 

マチワイヤМＤ ２個使用 ９，０００円 ９，９００円 
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（２回目以降） 

予

防

接

種 

麻しん（小児） ９，３１５円 １０，２４６円 

麻しん（成人） ８，５６５円 ９，４２１円 

風しん（小児） ６，２０５円 ６，８２５円 

風しん（成人） ６，２０５円 ６，８２５円 

麻しん風しん混合（小児） １０，２３５円 １１，２５８円 

麻しん風しん混合（成人） ９，４８５円 １０，４３３円 

 五種混合（ジ・百・破・ポ・ヒ） １８，７７０円 ２０，６４７円 

 四種混合（ジ・百・破・ポ） １０，７３５円 １１，８０８円 

 三種混合（百・ジ・破） ５，５４５円 ６，０９９円 

 二種混合（ジ・破）（第１期） ５，４３５円 ５，９７８円 

 二種混合（ジ・破）（第２期） ４，６８５円 ５，１５３円 

 日本脳炎 ６，６３５円 ７，２９８円 

 ＢＣＧ １０，６３５円 １１，６９８円 

 Ｂ型肝炎ワクチン ６，５２５円 ７，１７７円 

 水痘ワクチン  ８，７６０円 ９，６３６円 

 高齢者用肺炎球菌ワクチン ７，８３０円 ８，６１３円 

 小児用肺炎球菌ワクチン（プレベ １１，４６０円 １２，６０６円 

 ナー）   

 ヒブワクチン ８，６６２円 ９，５２８円 

 子宮頸がんワクチン（２価・４価

） 

１５，５１０円 １７，０６１円 

 子宮頸がんワクチン（９価） ２４，９００円 ２７，３９０円 

 不活化ポリオワクチン ９，５８５円 １０，５４３円 

 イン

フル

エン

ザ 

６５歳以上の者 ４，６０５円 ５，０６５円 

 ３歳以上６５歳未満の者（

１回につき） 

４，８１９円 ５，３００円 

 ６ヶ月以上３歳未満の者（

１回につき） 

４，０００円 ４，４００円 

 おたふくかぜワクチン（６歳未満

） 

６，６００円 ７，２６０円 

 おたふくかぜワクチン（６歳以上 ５，９００円 ６，４９０円 

 ）   

 ロタウイルスワクチン（ロタリッ １３，８３５円 １５，２１８円 
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クス） 

 ロタウイルスワクチン（ロタテッ

ク） 

９，２６５円 １０，１９１円 

 狂犬病ワクチン １１，９０５円 １３，０９５円 

Ａ型肝炎ワクチン ７，１４３円 ７，８５７円 

帯状疱疹予防ワクチン（シングリ

ックス）（初回） 

２０，０００円 ２２，０００円 

帯状疱疹予防ワクチン（シングリ

ックス）（２回目） 

２０，０００円 ２２，０００円 

ＲＳウイルスワクチン（アレック

スビー） 

２３，６３７円 ２６，０００円 

駐

車

場 

患者等 

― 

１台につき３時

間まで ５０円

（駐車時間が１

時間まで無料）

駐車時間が３時

間を超える３０

分又はその端数

ごとに ５０円 

見舞いの者 ― １台につき２時 

  

 

間まで ５０円

（駐車時間が１

時間まで無料）

駐車時間が２時

間を超える３０

分又はその端数

ごとに ５０円 

 その他の者 

― 

１台につき３０

分又はその端数

ごとに ５０円 

  
 

（駐車時間が１

５分まで無料） 

 

 

11



北九州市公告第７０４号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年１０月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  マックスバリュ小倉愛宕店・無印良品小倉北区愛宕店 

  北九州市小倉北区愛宕一丁目５番６５号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  西部ガス都市開発株式会社         

福岡市博多区千代一丁目１７番 1 号        

代表取締役社長 松田和久         

３ 変更した事項 

（１） 大規模小売店舗の名称 

 ア 変更前 マックスバリュ小倉愛宕店 

 イ 変更後 マックスバリュ小倉愛宕店・無印良品小倉北区愛宕店 

（２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

ア 変更前 

マックスバリュ九州株式会社外未定 

イ 変更後 

   イオン九州株式会社外３業者 

４ 変更の年月日 

令和６年７月１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年９月２０日 

７ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 
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  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和７年２月３日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和６年

１２月３０日から令和７年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分か

ら午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和７年２月３日までに北九州市産業経

済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第７０５号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和６年１０月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  マックスバリュ小倉愛宕店・無印良品小倉北区愛宕店 

  北九州市小倉北区愛宕一丁目５番６５号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  西部ガス都市開発株式会社 

福岡市博多区千代一丁目１７番 1 号        

代表取締役社長 松田和久         

３ 変更する事項 

（１）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  ア 変更前 ３，６８６平方メートル 

  イ 変更後 ５，０４３平方メートル 

 （２） 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

  ア 駐車場の位置及び収容台数 

   （ア） 変更前 建物敷地内 １８２台 

   （イ） 変更後 建物敷地内 ２７２台 

  イ 駐輪場の位置及び収容台数 

   （ア） 変更前 Ｃ棟西側   ４０台 

           建物敷地南側 ２８台 

           Ｂ棟南側   ３０台 

   （イ） 変更後 Ｃ棟西側   ３０台 

           Ｄ棟東側   ２０台 

           Ｂ棟南側   １６台 

  ウ 荷さばき施設の位置及び面積 

（ア） 変更前 Ａ棟東側 ６０平方メートル 

    Ｃ棟北側 ６０平方メートル 
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（イ） 変更後 Ａ棟東側 ６０平方メートル 

    Ｃ棟北側 ６０平方メートル 

    Ｄ棟南側 ５０平方メートル 

  エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

（ア） 変更前 Ａ棟内北側 ２５．９８立方メートル 

   （イ） 変更後 Ａ棟内北側 ２５．９８立方メートル 

           Ａ棟東側   ４．１８立方メートル 

           Ｄ棟内南側  １．５０立方メートル 

 （３） 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

  ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時間及び閉店時刻 

   （ア） 変更前 イオン九州株式会社ほか ２４時間営業 

   （イ） 変更後 イオン九州株式会社ほか ２４時間営業 

           株式会社良品計画 午前９時から午後１０時まで 

  イ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

   （ア） 変更前 荷さばき施設１ ２４時間 

           荷さばき施設２ 午前６時から午後１１時まで 

   （イ） 変更後 荷さばき施設１ ２４時間 

           荷さばき施設２ 午前６時から午後１１時まで 

           荷さばき施設３ ２４時間 

４ 変更する年月日 

  令和７年５月２１日 

５ 変更する理由 

  営業政策上の理由 

６ 届出年月日 

令和６年９月２０日 

７ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課  

（２）  北九州市小倉北区大手町１番１号 

  北九州市小倉北区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  この公告の日から令和７年２月３日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令和６年

１２月３０日から令和７年１月３日までを除く。）の毎日午前８時３０分か

ら午後５時まで 

15



 

９ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和７年２月３日までに北九州市産業経

済局地域経済振興部サービス産業政策課に到着するように提出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市公告第７０６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により、北九州広域都市計画を変更するので、同法

第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により次のとおり

公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について意見のある住民及び利害関係人は、令和６

年１１月１５日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和６年１０月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  道路 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

（１） １・４・４４－１０号 下関北九州道路 

追加する部分 北九州市小倉北区西港町の一部 

（２） ３・１・４４－２号 小倉港線 

変更する部分 北九州市小倉北区西港町の一部 

３ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市戦略局計画部都市交通政策課 

４ 縦覧期間 

  令和６年１０月１日から１１月１日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日 

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎 

日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、意見をできる 

だけ具体的に記載した文書を、令和６年１１月１５日までに上記縦覧場所に 

到着するよう提出すること。 
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北九州市公告第７０７号 

 環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第４０条第２項の規定により読み

替えて適用される同法第１４条第１項の規定により、環境影響評価準備書（以

下「準備書」という。）を作成したので、同法第４０条第２項の規定により読

み替えて適用される同法第１６条の規定により次のとおり公告し、当該準備書

の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該準備書について環境保全の見地から意見のある住民及び利害関係

人は、令和６年１１月１５日までに北九州市長に意見書を提出することができ

る。 

  令和６年１０月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画決定権者の名称 

  山口県、北九州市 

２ 都市計画対象事業の名称、種類及び規模 

（１）名称 

１・４・２ 下関北九州道路  

１・４・４４－１０号 下関北九州道路 

 （２）種類 

   道路の新設 

 （３）規模 

   延長約８キロメートル 

３ 都市計画対象事業が実施されるべき区域 

  下関市及び北九州市 

４ 関係地域の範囲 

  下関市及び北九州市 

５ 縦覧場所 

  山口県土木建築部都市計画課及び下関土木建築事務所、北九州市都市戦略 

局計画部都市交通政策課及び北九州市小倉北区役所総務企画課、福岡県県土 

整備部道路建設課、下関市環境部環境政策課及び下関市都市整備部都市計画 

課並びに国土交通省中国地方整備局道路計画課及び国土交通省九州地方整備 

局道路計画第一課 

６ 縦覧期間 

  令和６年１０月１日から１１月１日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日 

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎 

日午前９時３０分から午後５時まで 
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７ 意見書の提出要領 

  当該準備書の案について環境保全の見地からの意見書を提出しようとする 

者は、意見をできるだけ具体的に記載した文書を、令和６年１１月１５日ま 

でに北九州市都市戦略局都市交通政策課に到着するよう提出すること。 
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北九州市上下水道局管理規程第７号 
 北九州市上下水道局職員就業規則及び北九州市上下水道局会計年度任用職員

就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  令和６年１０月１日 
               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   
   北九州市上下水道局職員就業規則及び北九州市上下水道局会計年 

度任用職員就業規程の一部を改正する規程 
 （北九州市上下水道局職員就業規則の一部改正） 
第１条 北九州市上下水道局職員就業規則（昭和３９年北九州市水道局管理規 
 程第８号）の一部を次のように改正する。 
  第９条第１項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年

法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条第

２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認めら

れ」に改める。 
（北九州市上下水道局会計年度任用職員就業規程の一部改正） 

第２条 北九州市上下水道局会計年度任用職員就業規程（令和２年北九州市上 
 下水道局管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 
  第６条第２項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年 
 法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条第

２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認めら

れ」に改める。 
   付 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 
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北九州市上下水道局告示第２９号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ 

り、北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収 

納及び支払事務の一部を取り扱わせるための出納取扱金融機関を、次のとおり 

指定した。 

  令和６年１０月１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   

出納取扱 

金融機関 

取扱店舗 

 

所在地 

 

指定期間 

 

株式会社

福岡銀行 

北九州営業部 

 

北九州市小倉北区堺町 

二丁目２番１８号 

令和６年１０月１日

から令和７年３月３

１日まで 
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北九州市上下水道局告示第３０号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和６年１０月１日 

北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ－２４１ 有限会社嶋田設

備 

嶋田幸助 福岡県直方市大

字植木２２１７

番地の４ 

令和６年１

０月１日 
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北九州市交通局管理規程第６号 
 北九州市交通局就業規程及び北九州市交通局会計年度任用職員就業規程の一

部を改正する規程を次のように定める。 
  令和６年１０月１日 
                 北九州市交通局長 白 石   基 
   北九州市交通局就業規程及び北九州市交通局会計年度任用職員就 

業規程の一部を改正する規程 
 （北九州市交通局就業規程の一部改正） 
第１条 北九州市交通局就業規程（昭和３９年北九州市交通局管理規程第９号

）の一部を次のように改正する。 
  第４３条第１項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダー

アイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５

年法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条

第２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認め

られ」に改める。 
 （北九州市交通局会計年度任用職員就業規程の一部改正） 
第２条 北九州市交通局会計年度任用職員就業規程（令和２年北九州市交通局

管理規程第５号）の一部を次のように改正する。 
  第２７条第２項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダー

アイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５

年法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条

第２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認め

られ」に改める。 
   付 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 
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北九州市公営競技局管理規程第４号 
 北九州市公営競技局職員就業規程及び北九州市公営競技局会計年度任用職員

就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。 
  令和６年１０月１日 
               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一   
   北九州市公営競技局職員就業規程及び北九州市公営競技局会計年 

度任用職員就業規程の一部を改正する規程 
 （北九州市公営競技局職員就業規程の一部改正） 
第１条 北九州市公営競技局職員就業規程（平成３０年北九州市公営競技局管

理規程第２４号）の一部を次のように改正する。 
  第９条第１項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年

法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条第

２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認めら

れ」に改める。 
（北九州市公営競技局会計年度任用職員就業規程の一部改正） 

第２条 北九州市公営競技局会計年度任用職員就業規程（令和２年北九州市公 
 営競技局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 
  第８条第２項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年 
 法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条第

２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認めら

れ」に改める。 
   付 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 
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 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 
  令和６年１０月１日 
                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 
北九州市教育委員会規則第８号    

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則 
（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正） 
第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 
  第９条第３項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年

法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条第

２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認めら

れ」に改める。 
 （北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する規則の一部改正） 
第２条 北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間

、休日、休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 
  第３条第３項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダーア

イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年

法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条第

２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認めら

れ」に改める。 
 （北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 
第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第

５号）の一部を次のように改正する。 
  第１１条第２項第１号中「典型とされない」を「性的指向及びジェンダー

アイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５
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年法律第６８号）第２条第１項に規定する」に、「性自認を有し」を「同条

第２項に規定するジェンダーアイデンティティについて少数派であると認め

られ」に改める。 
   付 則 
 この規則は、公布の日から施行する。 
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